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５文科初第２５６７号 

令和６年３月２９日 

 

 各都道府県教育委員会教育長 殿 

 

               文部科学省初等中等教育局長 

                         矢 野 和 彦 

（公印省略）    

 

教科書採択における公正確保の徹底等について（通知） 
 

教科書は、全ての児童生徒の学校における授業や家庭における学習活動において重
要な役割を果たすものであり、その採択については、公立学校（公立大学法人が設置
する学校を除く。以下同じ。）において使用する教科書については当該学校を所管す
る教育委員会が、国立大学法人又は公立大学法人が設置する学校及び私立学校におい
て使用する教科書については当該学校長が権限を有しています。 

このため、教科書採択は、これらの採択権者の判断と責任により、綿密な調査研究
を踏まえた上で、公正性・透明性に疑念を生じさせることのないよう適切に行われる
ことが必要であることはもとより、採択権者である教育委員会や学校長は、採択結果
やその理由について、保護者や地域住民等に対して説明責任を果たすことが重要とな

ります。 
教科書発行者においては、業界団体である一般社団法人教科書協会が中心となり、

「教科書発行者行動規範」を制定するなど、信頼回復に向けた取組を進めてきました。 

しかしながら、令和４年度、特定の教科書発行者が、採択期間中において、採択関
係者に飲食を無償提供するなど、不当な利益供与を行っていた事実が確認されました。
そして、利益の供与を受けた採択関係者の中には、一層の公正性・透明性の確保に留

意すべき立場にある教育委員会関係者や、選定委員・調査員等の教科書採択に関与す
る者が含まれていました。この結果、教科書採択の公正性・透明性に疑念を生じさせ、
教科書に対する信頼を大きく揺るがす事態に至ったことについては極めて遺憾であり
ます。 

教科書採択の公正確保のためには、発行者はもとより、教育委員会をはじめとする
採択権者等における取組が引き続き不可欠であることは言うまでもありません。つい

ては、上記の事実や令和５年度における教科書採択の状況調査の結果（別添資料）も
踏まえ、教科書採択に当たって特に留意すべき事項を下記のとおり通知しますので、
貴教育委員会の委員及び知事部局を含む関係部署のほか、域内の市（特別区を含む。
以下同じ。）町村教育委員会並びに国立大学法人又は公立大学法人が設置する学校及
び私立学校を含む全ての学校、教師等その他全ての関係者に対して周知いただくとと
もに、これらの関係者と密に連携の上、今後の教科書採択にいかなる疑惑の目も向け
られることのないよう、教科書採択の公正確保の徹底に万全を期すようお願いします。 

なお、採択に関する事務処理の詳細については、別途、当局教科書課長から各都道
府県教育委員会教科書関係事務主管課長宛てに通知していますので、これを十分参照
し、事務処理に遺漏のないようお願いします。 
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記 

 

１．教科書採択の公正確保の徹底について 

（１）趣旨・目的 

  ○  教科用図書（以下「教科書」という。）の採択は、児童生徒が学校の授業や

家庭における学習活動において用いる教科書を決定する重要な行為である。こ

のことから、教科書採択は、採択権者の判断と責任により、綿密な調査研究を

踏まえた上で、公正性・透明性に疑念を生じさせることのないよう適切に行わ

れることが必要である。 

 

（２）教科用図書選定審議会の委員又は調査員等の選任について 

 （ア）選定することが不適当といえる者 

○ 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和 38 年法律第 182

号。以下「無償措置法」という。）第 11 条の規定により、各都道府県に置か

れる教科用図書選定審議会（以下「選定審議会」という。）については、義務

教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令（昭和 39 年政令第 14

号。以下「無償措置法施行令」という。）第９条第２項の規定により、「教科

用図書の採択に直接の利害関係を有する者」（※１）は委員となることができ

ないとされていること。 

教育委員会や学校等において教科書の調査研究を行う調査員等についても

同様に、「教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者」（※１）を選任す

ることは不適当であること。 

 

○ また、「教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者」に該当しない者で

あっても、教科書発行者から個別に協力ないしは意見聴取の依頼を受け、著作

・編集活動に一定の関与を行うなど、特定の教科書発行者と関係を有する者を

選任することは不適当であること。 

 

※１ 「教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者」については、無償措置

法施行令第９条第２項に規定する「教科用図書の採択に直接の利害関係を有

する者」と同義と解釈して差し支えない。具体的には、例えば、 

① 教科書発行者の役員及び従業員並びにこれらの配偶者及び三親等内の

親族 

② 顧問、参与、嘱託等いかなる名称によるを問わず、事実上教科書発行者

の事業の運営に重要な影響力を有している者 

③ 教科書及び教師用指導書の著作・編集者（事実上、著作・編集に参加し、

又は協力した者を含む。） 

④ ③の著作・編集者が団体である場合は、当該団体の役員及びこれに準ず

る者 
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⑤ 教科書の供給の事業を行う者及びこれに準ずる者 

等が該当することとなる。また、これ以外の者であっても、上記に掲げる者

と実質的に同視される者も同様に利害関係者に該当しうる。 

その際、該当するか否かの検討にあたっては、個々の事案ごとに利害関係

の有無について具体的に判断することが適当である。 

また、「教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者」には、特定の教

科書が採択されることに直接の利害関係を有する者だけではなく、一又は二

以上の特定の教科書が採択されないことに直接の利害関係を有する者も含

むものであることに留意すること（「義務教育諸学校の教科用図書の無償措

置に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布、施行について」

（平成 28 年６月 20 日付け 28 文科初第 432 号初等中等教育局長通知）「第

一２．留意事項」参照）。このほか、採択権者である教育委員会における直

接の利害関係のある事件に関する扱いについては、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 14 条第６項を参照すること。 

 

 （イ）著作編修関係者名簿 

  ○ 教科書発行者との関係は、一義的に採択権者（公立学校において使用する教

科書については当該学校を所管する教育委員会、国立大学法人又は公立大学法

人が設置する学校及び私立学校において使用する教科書については当該学校

長をいう。以下同じ。）において把握すべきものであること。 

 

○ もっとも、今後文部科学省から各都道府県教育委員会に対して、令和５年度

に検定を経た教科書について、教科書協会非加盟会社のものの編著作者及び編

集協力者に関する情報（※２）を取りまとめた名簿を、また、教科書協会等か

ら各都道府県教育委員会に対して、同協会加盟会社のものの編著作者及び編集

協力者に関する情報（※２）並びに教師用指導書及び教科書準拠周辺教材の執

筆者に関する情報を取りまとめた名簿を送付する予定であるため、必要に応じ

てこれらの情報も参照すること。 

 

○ これらの者については、検定期間中に検定申請本若しくはその内容の一部を

了知し、又は特定の教科書発行者と関係を有するものであることから、教科書

採択に関与することのないよう留意すること。 

 

※２ これらの情報については、教科書発行者と関係を有する者が教科書採択に

関与することのないようにすることを目的として提供するものであり、それ

以外の目的への利用は認められていないことに留意すること。このほか、教

科書発行者が負担した交通費・宿泊費、飲食費その他の費用についても、本

人からの申告によっては不明確な点等がある場合には、必要に応じて教科書

発行者に問い合わせを行うこと。 
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（３）その他審議・調査研究における留意事項 

○ 選定審議会の委員や調査員等の選任及びこれらの者が行う具体の審議や調

査研究に当たっては、各教育委員会等における関係部署とも連携し、教科書発

行者との関係について聴取又は自己申告を求めるなどした上で、特定の教科書

発行者と関係を有する者が教科書採択に関与することのないよう留意するこ

と。 

 

（４）教科書見本の取扱いについて 

 （ア）教科書見本の上限 

○ 教科書発行者から各教育委員会等に送付することができる教科書見本の種

類及び部数の上限について、毎年度、文部科学省から教科書発行者に通知（※

３）しており、それを超える教科書見本の送付、又は採択関係者（採択関係者

の定義については、１．（６）（イ）を参照すること。以下同じ。）に対する

献本若しくは貸与は認められていないこと。 

 

 （イ）教科書見本の追加送付等に関する留意事項 

  ○ 教科書発行者から上限に満たない部数の教科書見本の送付があった場合に、

採択権者から当該教科書発行者に追加送付を求めることは差し支えないこと。 

 その際、教科書見本の送付は、教科書発行者の判断に委ねられるものである

ことに留意し、無理な送付を求めることのないようにすること。 

 

  ○ ただし、令和４年度以前に検定を経た教科書見本について、採択権者から教

科書発行者に送付を求めることを許容している趣旨は、教科書採択に当たって

の調査研究等の用に供するためであることに留意し、当該年度あるいは次年度

以降の授業等の用に供することを目的として教科書発行者に送付を求めるこ

とのないようにすること。 

 

○ また、高等学校の分校若しくは学科への教科書見本の送付又は令和４年度以

前に検定を経た教科書の見本の送付を希望する場合等、一定の場合には、採択

権者（※４）から教科書発行者に教科書見本の追加送付を求めることを許容し

ていること。 

  そして、この場合の運用上のルールについて明確にしておくとともに、当該

ルールについて、教科書協会を通じて教科書発行者に予め示しておくことが望

ましいこと。 

 

○ 教科書見本は、教科書の調査研究等を行うために不可欠なものである一方

で、教科書発行者による教科書見本の送付は、教科書採択の勧誘を目的とした

ものと評価されるものであるとの認識に立った上で、教科書発行者と健全かつ
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適切な関係を保つこと。 

 

○ 特に複数の市町村から構成される採択地区においては、教科書発行者から送

付があった教科書見本の部数が過多となることも考えられるため、その場合

に、教科書発行者に教科書見本の引取りを求めることは差し支えないこと。た

だし、その取扱いについては教科書発行者間の公平性の観点に配慮することが

必要であり、特定の教科書発行者の教科書見本のみ引取りを求めることは適切

ではないこと。 

 

※３ 令和６年度における教科書見本の取扱いの詳細については、別添「教科書

採択の公正確保について」（令和６年３月２９日付け５文科初第２５６８号

初等中等教育局長通知）（以下「別添通知」という。）を参照のこと。 

 

※４ 教科書見本の追加送付について、採択権者の判断により、具体の手続を学

校長に委任することも差し支えないが、その場合には、事前又は事後に報告

を義務付ける等により適切に状況を把握することができる措置を講じるこ

と。 

 

（ウ）教科書見本の献本・貸与依頼等の禁止 

 ○ 近年、多くの教科書発行者が、従前より継続的に教科書見本の不適切な取扱

いを行っていたことが明らかとなり、それらの行為の中には採択関係者からの

求めに応じて行われた例もあったことから、引き続き、採択関係者から教科書

発行者に対して教科書見本の献本又は貸与を求めることのないよう、くれぐれ

も留意すること。 

 

○ 授業研究や教材研究等のための採択期間終了後における教科書見本の送付

は、令和元年度からは行われていないため、教科書発行者に対して、教科書見

本の献本又は貸与を求めることのないよう留意すること。このため、令和元年

度以降は、採択期間に教育委員会等に送付された教科書見本を採択終了後の授

業研究や教材研究のために有効活用すること。 

 

 （エ）教科書発行者の不当な利益供与への対処等 

○ 教科書見本と併せて、又は個別に、学習者用デジタル教科書の部分サンプル

や内容解説資料その他教科書発行者が広く無償で配布する資料を受け取るこ

とは差し支えないこと。ただし、資料の名称を問わず、有償の商品やサービス

を無償又は廉価に提供を受けるなど教科書発行者からの不当な利益供与が禁

止されていることにくれぐれも注意すること。 

 

（５）過当な宣伝活動等への対処について 
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 （ア）教科書発行者の宣伝活動について 

○ 採択期間においても、教科書発行者が、採択関係者に対して自らが発行しよ

うとする教科書の宣伝活動（※５）を行うことは禁止されるものではない。 

 

○ しかし、その宣伝活動により、採択権者の判断に不当な影響を及ぼすことの

ないよう、文部科学省から各教科書発行者に対しては、以下に記述する過当な

宣伝活動等を慎むよう指導を行うとともに、教科書協会においても各会員に対

して教科書発行者行動規範の遵守を求めているところである。 

 

＜各教科書発行者に慎むよう求めている過当な宣伝活動等＞ 

（採択関係者等への働きかけについて） 

・採択関係者若しくは公職関係者又はこれらの職にあった者など採択関係者に

影響力を及ぼし得る者（教科書発行者の社員である者を除く。）を教科書採

択の勧誘を目的とした宣伝活動等に従事させないこと。 

・採択関係者の自宅訪問は一切行わないこと。 

 

（説明会等について） 

・採択期間においては、新たに採択される教科書に関する説明会、講習会又は

研修会等（関連する教材の説明等を目的としたもののほか、教科書発行者の

宣伝を目的としたもの又はその目的であるとの疑念を生じさせるおそれの

あるものを含む。）を主催せず、他の主体が主催するこれらの会議の開催に

原則として関与しないこと。また、教科書の編著作者及び編集協力者、関連

する教材の執筆者並びにその他教科書発行者と実質的な関係にある者に対

しても、これらの取扱いについて周知することにより、教科書発行者による

これらの会議の主催ないしは開催への関与が禁止されていることの趣旨を

損なうことのないよう留意すること。 

・採択期間終了後に教科書見本、教師用指導書その他の教材等を献本すること

又は教科書等に関する説明会、講習会若しくは研修会等を開催することを約

することを以て、教科書採択の勧誘を行わないこと。 

 

（資料等の配付について） 

・教科書や教師用指導書と類似若しくは同視し得る資料を作成し、又は自ら行

うと第三者をしてであるとを問わず配布しないこと。 

・学校又は児童生徒への教科書の供給過程において、教科書以外の資料を挿入

・添付し、又は宣伝用の袋を使用するなどして教科書その他の教材等の宣伝

活動を行わないこと。 

 

（検定申請本（申請図書）の取扱いについて） 

・令和６年度においては、高等学校用教科書について検定申請の受付が行われ
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ることとなるが、検定申請本（申請図書）は、検定の行政処分を行う際の審

査対象であり、教科書発行者に対して、その内容について厳格な情報管理を

求めていることから、教科書採択を勧誘するための宣伝活動（実質的にそれ

と同視され得る活動を含む。）に使用することは一切認められていないこと。 

 

※５ 教科書発行者が、採択関係者に対して自らが発行しようとする教科書の宣

伝活動については、別添通知及び教科書発行者行動規範も併せて参照するこ

と。 

 

（イ）採択権者に求められる過当な宣伝活動等への対処 

○ 教科書発行者による過当な宣伝活動等は禁止されていることを十分に踏ま

え、各教育委員会等においても、域内の学校とも情報共有をはじめ密に連携し

た上で、事前に適切な措置を講ずること。 

 

○ その際、文部科学省の指導や教科書発行者行動規範等に違反する行為につい

て、教科書発行者に求めることのないようにすることはもとより、教科書発行

者からそういった申出があった場合には明確に断るよう関係者への周知を徹

底すること。 

 

○ 文部科学省から教科書発行者に対して、採択期間中の、教科書発行者（教科

書発行者と実質的に関係する者を含む。）において、新たに採択される教科書

に関する説明会、講習会又は研修会等（※６）を主催しないよう、また、開催

に関与することのないよう指導しているところであり、各教育委員会・学校等

においてもその趣旨を理解した上で適切に対応すること。 

 

※６ 「教科書に関する説明会、講習会又は研修会等」とは、関連する教材の説

明等を目的としたもののほか、教科書発行者の宣伝を目的としたものを含

み、２以上の学校の教師等を対象としたものを想定しているが、疑義がある

場合には文部科学省に問い合わせ願いたい。 

 

 （ウ）採択権者が主催する説明会について 

○ この点、採択権者が、教科書発行者間の公平性を確保した上で、教育委員会

関係者等の教科書採択に携わる者に説明を求める機会を設けることを妨げるも

のではないが、その際には、教科書発行者に過度な負担とならないよう、都道

府県教育委員会による開催が望ましいこと。また、不参加の教科書発行者が発

行する教科書について、不参加であることのみをもって、採択しないこととす

る取扱いを行うなどにより、事実上、参加を強制することは適当ではないこと。 

 

（６）教科書発行者との関係において留意すべき事項について 
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（ア）教科書発行者による教師等からの意見聴取等 

○ 質の高い教科書の実現のためには、日々の授業実践を通じて得られた教師等

の意見を反映することが必要不可欠であり、教科書の著作・編集活動の一環と

して、教科書発行者が教師等から意見を聴取することは、大きな意義を有する

側面もあること。 

 

○ また、教師等が行う授業研究や教材研究等の効果的な実施に当たっては、教

科書発行者が有する知見を活用することも必要となると考えられること。 

特に、学習者用デジタル教科書など新たな教材の開発等に当たっては、両者

が連携して研究等を行うことが重要となると考えられること。 

 

 （イ）教科書発行者からの利益供与への対処について 

〇 文部科学省は、教科書発行者に対し、採択関係者に対して、教科書採択の勧
誘を目的として又はその目的であるとの疑念を生じさせるおそれがある形で
の金銭その他の利益の供与又はその申出は絶対に行わないように指導してい
る。 

 

〇 なお、「採択関係者」とは、採択権者である教育委員会の関係者（国立学校
・私立学校においては学校長）のほか、教科用図書選定審議会若しくは採択地
区協議会の委員又は調査員等として採択に至るまでの一連の手続に関与しう
る者に加えて、実際にこれらの職に就いているか否かにかかわらず校長・教員
等の全ての学校関係者を含む。（常勤・非常勤は問わない） 

 

〇 教科書発行者行動規範においては、不当な利益供与として教科書発行者が禁
止される行為の具体例が挙げられている。 

 

  ○ よって、採択関係者は、教科書発行者に対して飲食の無償提供や金銭等を要

求したり、これを受領したりすることがないように留意すること。また、この

ことを十分に踏まえ、各教育委員会等においても、本通知を採択関係者に周知

徹底するなど、必要な措置を講ずること。 

 

  ＜禁止される行為の具体例＞（教科書発行者行動規範より） 

  ・ 採択関係者に対する金銭や物品の提供、饗応その他の利益の供与（交通費・

宿泊費、飲食費等に名を借りて社会通念上相当とされる範囲を超えて供与され

るもの及び中元・歳暮等による物品の贈答を含み、後記＜許容される行為＞に

掲げるものを除く。） 

  ・ 採択関係者に対する、教科書並びに学習者用デジタル教科書、教師用指導書

及び教科書準拠周辺教材についての対価の支払いを伴う意見聴取（後記＜許容

される行為＞に掲げるものを除く。） 

・ 採択関係者が含まれる者が開催する会議等に係る会場費、印刷代等の提供、
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その他の労務の提供、又は当該会議等の会員各社の役員・社員以外の講師に係

る謝金若しくは交通費・宿泊費等の提供 

  ・採択関係者が含まれる者が開催する会議等又は同者が発行する刊行物・印刷物

等への過大な広告費・協賛金等の支出 

  ・ 採択関係者に対する冠婚葬祭、転勤、昇進等に際しての金銭や物品の提供 

  ・ 採択関係者に対する教師用指導書、教材、教具、書籍、辞典等の提供（採択

関係者以外にも広く無償で配布しているものを除く。） 

  ・ 採択関係者に対する宴席、ゴルフ、スポーツ観戦、観劇、旅行等への招待（招

待に限らず、費用の一部を会員各社が負担する場合を含む。） 

 

  ＜許容される行為＞ 

  ・ 教科書見本と併せて、又は個別に、学習者用デジタル教科書の部分サンプル

や内容解説資料その他教科書発行者が広く無償で配布する資料を受け取るこ

とは差し支えないこと。 

ただし、資料の名称を問わず、有償の商品やサービスを無償又は廉価に提供を

受けるなど教科書発行者からの不当な利益供与が禁止されていることにくれぐ

れも注意すること。 

・ 採択関係者は、採択期間中、内容解説資料のほか、機関誌、定期刊行物、そ

の他の広く無償で配布予定である資料を受領することは差し支えないこと。 

  ・ 編集協力者（検定申請前から当該教科書の制作に関与・協力した者で、発行

者が検定申請時に文部科学省に提出する著作編修関係者名簿等に記載される

予定の者をいう。）は必要な手続きを経たうえで、教科書並びに学習者用デジ

タル教科書、教師用指導書及び教科書準拠周辺教材の編集・執筆・意見聴取等

に対する適正な対価・経費を受領することは差し支えないこと。 

 

  ○ 教師等が適正な労務に対する対価として金銭等を受け取る場合については、

その可否・手続等（受け取ることができない場合も含む。）について条例や規

則等において定めるとともに、教師等に対して、法令のほかそれらの条例や規

則等に従う必要がある旨を周知すること。 

これらに加え、服務監督権者において、事前・事後を問わず、教師等からの

相談に対応するなど適切な指導・助言を行うこと。 

 

 （ウ）その他教科書発行者と学校・教師等との適切な関係性の構築 

○ 一方で、仮に教師等と教科書発行者の認識が教科書の著作・編集活動あるい

は授業研究や教材研究等の一環であったとしても、一般の国民ないしは地域住

民等から見れば、教科書採択の公正性・透明性に疑念を生じさせるものと受け

止められかねないことから、教科書発行者と健全かつ適切な関係を保つよう、

全ての学校・教師等に対して指導を徹底すること。 
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○ 教師等が、法令等に違反して、教科書発行者による不適切な行為に関与し、

又は荷担した場合には、当該教師等に対して、懲戒処分も含めて厳正に対処す

ること。 

 

○ 特に、教科書発行者の行為の内容又はそれに対する教師等の関与若しくは荷

担の内容・程度によっては、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 32 条

（法令等及び上司の職務上の命令に従う義務）、第 33 条（信用失墜行為の禁止）

又は第 38 条（営利企業への従事等の制限）の規定に違反することにもなり得る

ことに留意すること。 

 

（７）文部科学省への情報提供について 

○ 本通知、別添通知及び教科書発行者行動規範に違反する行為をはじめとし

て、教科書発行者による不適切な行為が確認された場合には、速やかにその所

属する教育委員会・学校等に対して報告すべき旨を、全ての教師等に対して指

導すること。 

また、報告を受けた教育委員会・学校等にあっては、その行為が教科書採択

の公正性・透明性に疑念を生じさせるものである場合には、都道府県教育委員

会を通じて、文部科学省に速やかに情報提供を行うこと。 

 

○ 文部科学省においては、都道府県教育委員会あるいは教科書発行者等からの

情報に基づいて、教科書発行者による不適切な行為が確認された場合には、教

科書発行者名を含めて文部科学省ホームページ等において公表する予定とし

ており、各教育委員会等においても、域内で確認された教科書発行者による不

適切な行為について、教科書採択に携わる関係者において共有するとともに、

当該行為の内容に応じて公表することも検討すること。 

 

 

２．教科書採択方法の改善について 

（１）採択権者の判断と責任について 

○ 教科書の採択に当たっては、国公私立を問わず、採択権者の判断と責任に基

づいて十分な審議や調査研究を行うこと。 

 

○ 採択権者の責任が不明確となるような以下の方法がなされないように採択

手続の適正化に努めること。 

＜不適切な採択方法＞ 

・教師等の投票によって決定される 

・事実上、一部の特定の教師のみによって決定される 

・十分な審議や調査研究を経ずこれまでの慣例のみによって決定される 

・その他の採択権者の責任が不明確になる方法によって決定される 
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○ 公立の高等学校並びに公立の中等教育学校及び併設型中学校において使用

する教科書については学校ごとに異なる教科書を採択することが可能であり、

採択に当たっては各学校の希望を聴取することが通例となっているが、これら

の学校において使用する教科書についても採択権限は教育委員会が有するも

のである。これを踏まえ、単に各学校の意向に任せて採択を行うようなことが

ないよう、採択権者としての責務を適切に果たすこと。 

 

（２）都道府県教育委員会による指導、助言及び援助等について 

  ○ 都道府県教育委員会においては、無償措置法第 10 条の規定により、域内の市

町村教育委員会並びに国立大学法人又は公立大学法人が設置する学校及び私

立学校の学校長が行う教科書採択に関する事務について指導、助言及び援助を

行わなければならないこととされており、適切にその責務を果たすことが必要

であること。 

 

  ○ 市町村教育委員会並びに国立大学法人又は公立大学法人が設置する学校及び

私立学校において教科書の調査研究の期間が十分に確保できるよう、都道府県

教育委員会において、例えば、以下の取組を行うことで適切にその責務を果た

す必要があること。 

   ＜具体的な取組例＞ 

   ・市町村教育委員会等による採択・需要数報告に係る事務の調査・作業時間の

確保に配慮し、需要数の報告の期限を更に遅くするなど採択スケジュールに

ついて不断の見直しを行うこと。その際、市町村教育委員会等との協議を行

い、確認体制が十分ある場合などに需要数の報告の期限を延長することも考

えられる。 

   ・採択に関する基本的な考え方や採択に関する調査研究資料を早期に決定し、

示すこと。 

   ・採択に関する事務や需要数の算定事務を並行して行うなど行政事務の効率化

・迅速化を行うこと。 

   

○ 文部科学省においても、採択権者における十分な調査研究の期間を確保する

ために以下の方策を講じていること。 

 

・教科書発行者に対しては、調査研究をはじめとする採択事務に支障の生じな

いよう、可能な限り漏れなく教科書見本を送付するよう配慮を求めている。 

・都道府県教育委員会や採択権者が行う教科書の採択・需要数報告に係る事務

負担を軽減する方策として、円滑な需要数集計のための新たなシステムの令

和７年度からの運用に向けた構築などの取組に引き続き努めている。（なお、

新たなシステムの構築については「令和５年の地方からの提案等に関する対
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応方針」（令和５年 12 月 22 日閣議決定）においても、対応についてお示し

しているところ。） 

 

（３）教科書の調査研究の充実等について 

 （ア）教科書見本の十分な活用 

  ○ 公立学校において使用する教科書の採択権限は教育委員会が有しており、教

育長及び委員の人数分の教科書見本が送付されることになっているが、教育長

及び委員への教科書見本の提供状況に関する調査結果（別添資料参照）を見る

と、必ずしも教科書見本が十分に活用されているとは言い難い。 

 

○ このため、教育長及び委員が十分な時間的余裕を持って教科書見本を閲覧し、

その内容について適時吟味することができるような環境を整えることが必要で

あること。 

 

○ 教育長及び委員に適切に教科書見本が提供されないことはもちろん、教科書

採択に係る会議における配布資料としてだけしか活用されないことも不十分で

あること。 

 

○ 教科書発行者の判断により、教科書見本が送付されない又は調査研究に足る

十分な部数が送付されない場合には、その範囲内で調査研究を行うこととして

差し支えないこと。 

 

（イ）静ひつな調査研究の環境の確保 

○ 教科書採択については、教科書発行者に限らず、外部からのあらゆる働きか

けに左右されることなく、静ひつな環境を確保し、採択権者の判断と責任にお

いて公正かつ適正に行われるよう努めること。 

例えば、教科書採択に係る教育委員会の会議を行うに際しては、静ひつな審

議環境の確保等の観点から検討を行い、会議の公開・非公開を適切に判断する

とともに、傍聴に関するルールを明確に定めるなど、適切な審議環境の確保に

努めること。 

 

○ 都道府県教育委員会は、外部からの働きかけについて域内における状況を適

切に把握し、過当な宣伝活動その他外部からの不当な働きかけにより公正かつ

適正な教科書採択に問題が生じていると考えられる場合には、各市町村教育委

員会・学校等において適切な措置を講ずるよう指導するとともに、速やかに文

部科学省に報告すること。 

また、仮に、円滑な採択事務に支障を来すような事態が生じた場合や不当な

働きかけがあった場合には、警察等の関係機関とも連携を図りながら、毅然と

した対応を取ること。 
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（ウ）調査研究の充実

○ 教科書の調査研究については、必要な専門性を有し、公正・公平に教科書の

調査研究を行うことのできる調査員等を選任し、教科等ごとに適切な数配置す

るなど体制の整備を図るとともに、調査員等が作成する資料については、採択

権者の判断に資するよう一層充実したものとなるよう努めること。

その際、より幅広い視点からの意見を反映させるために、保護者等の意見

を踏まえた調査研究の充実に努めること。 

○ 調査員等が作成する資料においてそれぞれの教科書について何らかの評定を

付す場合であっても、採択権者が十分な審議を行うことが必要であり、必ず首

位の教科書を採択・選定、又は上位の教科書の中から採択・選定することとす

るなど、当該評定に拘束力があるかのような取扱いを行うことにより、採択権

者の責任が不明確になることがないよう留意すること。

○ 公立の高等学校並びに公立の中等教育学校及び併設型中学校において使用す

る教科書の採択に際して、各学校から希望を聴取する場合には、事前に各都道

府県又は市町村の教育目標等を踏まえた教科書採択の基準となるべきものを各

学校に示した上で、各学校の希望を聴取し、当該聴取結果を踏まえて、教育委

員会において審査を行うことが適切であること。

（参考）一般社団法人教科書協会が制定した教科書発行者行動規範は、以下の URL を

参照のこと。 

https://www.textbook.or.jp/about-us/publicity-standard.html 

  【担当】 

文部科学省初等中等教育局教科書課企画係 

電話 03（5253）4111 内線 2576 


